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歳入庁構想に関しては、平成２４年１月６日政府・与党社会保障改革本部決定『社会保障・

税一体改革素案について』及び２月１７日閣議決定『社会保障・税一体改革大綱』において、

「歳入庁の創設による、税と社会保険料を徴収する体制の構築について直ちに本格的な作業

に着手する。」とされ、民主党の社会保障と税の一体改革調査会では、３月１日に「歳入庁」

創設のための作業部会を設置し、具体化に向けて検討が開始されたところである。 

 
この構想の基本的な枠組みはまだ明らかにされていないが、平成１９年５月に民主党が衆

議院に提出した「歳入庁設置法案」をそのまま踏襲するものであれば、歳入庁の所掌事務の

中には、「社会保険労務士に関すること」が含まれているものの、歳入庁における社会保険

労務士の業務範囲が不明確である。 

 
もとより、労働社会保険の手続は、労働社会保険諸法令の規定に基づき、適正に行われる

べきものであり、手続義務者に代わって行うことができるのは、当該法令に関する幅広い専

門知識・能力を有する社会保険労務士であることに何ら疑義の生じる余地はなく、仮に歳入

庁が設置され、申請書等の提出先が歳入庁となっても、単に手続上の提出先が変わることに

過ぎないものである。 

 
社会保険労務士は、厚生労働省の管轄の下、「労働社会保険諸法令等」の専門分野に関す

る国家試験を経て、国家資格者として、その知見を活かし専門分野の業務を行っており、社

会保険労務士の存在は、年金記録問題解決への対応等で国民の支持を得ている。 

 
全国社会保険労務士会連合会としては、歳入庁が設置されても、社会保険労務士の業務範

囲については、何らの変化を生じるものではなく、今後も専門性を高め、業務を通じて、国

民生活の向上に貢献していくべきであると考えている。 

 
ついては、今後歳入庁設置に向けた検討を行われる際には、国民生活の向上に資するとい

う見地から、労働社会保険諸法令の分野で社会保険労務士の役割を活かした制度とされるよ

う求めるものである。 

 
 なお、共通番号制度については、すでに、『社会保障・税番号大綱についての意見－社会

保険労務士の視点から－』（平成２３年１０月３日付）において、労働社会保険（年金、健

康保険、介護保険、労災保険、雇用保険）には番号が付番されていることを踏まえ、慎重に

対応すべきであると求めているところである。 
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